
豊橋市総合スポーツ公園サッカー場 

 

区分 金額（1時間につき） 

平日 日曜日、土曜日及び

休日 

午前 9時から 

午後 5時まで 

午後 5時から 

午後 9時まで 

午前 9時から 

午後 9時まで 

人工芝サッカー場（1

面につき） 

アマチュアスポーツ

のため利用する場合 

入場料又はこれに類

する金銭を徴収しな

い場合 

3,000円 4,500円 4,500円 

入場料又はこれに類

する金銭を徴収する

場合 

6,000円 9,000円 9,000円 

上記以外の場合 入場料又はこれに類

する金銭を徴収しな

い場合 

6,000円 9,000円 9,000円 

入場料又はこれに類

する金銭を徴収する

場合 

60,000円 90,000円 90,000円 

審判室兼事務室 500円 

照明設備 2,000円 

 


